
平成２２年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況

第１ 府営住宅・住宅関係施策の成果と課題について

１ 京都府住宅供給公社

(1)決算の状況について

監 査 の 結 果 措 置 状 況

決算報告は、地方住宅供給公社法第 昨年度から、理事会を約１ヶ月早く開催し、京

３２条第１項で翌年度７月になってい 都府へ６月中に決算報告している。

るが、民間企業は６月中には決算を確

定しているため、もう少し早期に決算

報告する必要がある。

（報告書 114頁、公報 92頁）

平成１８年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況

第１ 公営３企業の経営管理の是非と将来の姿について

(1)電気事業について（風力発電事業の将来）

監 査 の 結 果 措 置 状 況

風力発電事業を環境施策のシンボル 平成２３年６月、風力電気事業評価委員会の最

として継続する場合、コストと環境へ 終取りまとめ結果を踏まえ、次の取り組みを進め

の効果を比較し事業存続の可否を再考 ている。

する必要がある。また不採算事業を継 ・故障中の１基を除き、当面５基運転により事業

続していることについて説明責任を果 継続

たす必要がある。事業性が認められな ・経営判断に資するよう号機別の収支状況を分析

いことから、環境施策の一環としての ・地元関係者や有識者からなるネットワークを構

活用を前提に、地元自治体や企業への 築し広く意見を取り入れた運営を実施

譲渡等を視野に入れて、今後のあり方 ・太鼓山での民間事業者参入も視野に、大型風車

を検討する必要がある。 に対応する高位置の風向風速計を設置

・平成２４年７月から施行される固定価格買取制

度が既存施設に対しても適用されるよう国にも

要望

※要望等も受け、太鼓山風力発電についても現行

売電単価に比して５割を超える単価が適用され

る見込みとなった。（11.4円／kwh→17.9円／kw

h）

（報告書 55・58・127頁、公報 63・66・135頁）



(2)水道事業について（受水市町における府営水の利用）

監 査 の 結 果 措 置 状 況

府営水道施設の効率的な運用方法や 平成２３年１１月、府と受水市町を構成員とす

広域化など、受水市町と十分に協議を る京都府水道事業広域化等研究会を立ち上げ、広

していく必要がある。 域化等について検討を開始した。

（報告書 72・128頁、公報 79・136頁）

平成１７年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況

第１ 府税の賦課徴収に関する事務の執行について

(1)振替納税の勧奨と普及

監 査 の 結 果 措 置 状 況

個人事業税と自動車税に振替納税制 口座振替利用率向上のため、個人事業税及び自

度が導入されているが滞納防止や徴税 動車税の対象者で口座振替未登録者や新規自動車

コスト削減のため、利用率向上に力を 登録者に対し利用案内を送付するとともに、平成

入れるべきである。 ２４年度定期賦課分から新たにゆうちょ銀行での

取扱いを可能とし、納税者利便の向上を図った。

（報告書 44頁、公報 31頁）


